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                       令和 5年 3月 13日 

 

質疑書兼回答書 

 

(件名)  広報いばらき巻頭特集制作支援業務委託   

について 質問 ・ 回答 します。 

 

 

質問事項 回答 

令和４年度～８年度の複数年契約の場合、

契約書には５年分の契約金額となってい

ますが、業務実績調書にはこの５年分の契

約金額を記載してよろしいでしょうか。 

複数年契約の場合は令和２年度～４年度の

契約額のみ記載のうえ、当該内訳が確認で

きる書類（契約書の該当部分の写し等）を

ご提出ください。 

企画・編集業務と印刷・納品がセットにな

っている契約の場合、業務実績調書には、

この契約金額で記載してよろしいでしょ

うか。 

企画・編集業務に係る契約金額を記載のう

え、当該内訳が確認できる書類（契約書の

該当部分の写し等）をご提出ください。 

契約書の写しは、契約金額が記載されてい

るページだけが必要でしょうか。それとも

全ページ必要でしょうか。 

件名、契約相手方、契約金額、契約期間が

わかる部分が必要となります。 

マスク着用は個人の判断に委ねるように

なっています。これまではコロナウイルス

感染症拡大が懸念されるような企画は展

開しにくかったと存じますが、コロナ前に

可能だった企画も含めて検討してもよろ

しいでしょうか。 

新型コロナウイルス感染症の状況を含め、

市民及び本市を取り巻く社会情勢を総合的

に勘案した企画をご提案ください。 

コロナウイルス感染症を含め、「安心感」

を提供すべきとお考えの社会情勢や社会

的課題などの例を、具体的にご教示いただ

けますでしょうか。 

コロナをはじめ、国際情勢や物価高騰など

が、安心感の醸成の必要性に係る社会情勢

の一例です。 

仕様書「５.業務内容」「（１）特集ペー

ジの企画」内に、「１年度内に２号程度は、

特に市制やまちづくりに関心のない人で

も気軽に読むことができ、まちへの愛着を

高め、自分ごととして行動につなげやすい

テーマを設定すること」とあります。 

「市制やまちづくりに関心のない人でも

本市の特定の行政課題、地域課題の解決を

直接的な目的・テーマとするものでなくて

も、市民が気軽に楽しく誌面を読むことで、

まちの興味・関心、愛着を高め、まちに出

たい、関わりたいという想い、行動を誘発

することにより、ひいては本市がめざす「共

創」のまちづくりの推進に資するテーマ設



気軽に読むことができる」というテーマと

は、どんなイメージのものでしょうか。 

定を期待するものです。 

仕様書「３.業務目的」「４.基本姿勢」は、

すべての号で配慮すべきことととらえま

したが、この部分に記載のある「誇りや愛

着の向上」や「行動誘発」、「参加意欲」

以外のものは、上記の２号に対してはさほ

ど配慮しなくてもよいということでしょ

うか。 

すべての号で、業務目的及び基本姿勢に記

載のある全項目に配慮してください。ただ

し、各号でのテーマやねらいによって重視

すべき項目は異なると考えています。 

今年度は、「市制やまちづくりに関心のあ

る人」を意識した情報発信を意図されてい

るようにとれますが、そうしたご方針とい

うことでしょうか。 

市政やまちづくりに関心のある人を特に意

識した情報発信という意図ではありませ

ん。ターゲット設定については仕様書「４ 

基本姿勢」に記載のとおりです。 

ご提案する９～12 月号には、上記２号の

考え方のテーマも盛り込んだ企画が必要

でしょうか。 

４案におけるテーマ設定は提案の範囲とな

ります。市が求める要件は実施要項に記載

のとおりです。 

ご提案する９～12 月号には、仕様書「4.

基本姿勢」「（１）３つの市民感情のバラ

ンスよい醸成」記載の３つを盛り込んだ企

画が必要でしょうか。 

市が求める要件は実施要項に記載のとおり

です。 

契約に含まない令和６年７月号は特集自

体設けないのでしょうか。 

施政方針の掲載月は本業務の対象外とする

ものです。 

過去令和４・５年度（最新の３月号まで）

の特集におけるコンセプトや作成にあた

り特に留意していた点を教えてください。 

令和３年度においては、「Withコロナ」に配

慮しつつ、まちの期待感、まちに関わるなど

の「行動」につなげることを重視しました。

令和４年度においては、本業務仕様書に記

載の目的、基本姿勢と同様の考え方で作成

しています。 

市民を登場させるにあたり、掲載許可は全

て受託者側で行う認識でよろしいですか。 

取材対象によって委託者側で行うこともあ

りますが、受託者側で行うことが基本とな

ります。 



「広報いばらき」に対して市民の方の要望

やお声などあれば教えてください。 

概ねご好評いただいていると考えますが、

特に特集誌面において、「小さい文字を大

きくしてほしい」などのご意見をいただく

ことがあります。 

過去令和４・５年度（最新の３月号まで）

の特集で茨木市様からの指定テーマは何

でしょうか。 

いずれの号も、受託者の提案及び庁内各課

のニーズ等を踏まえ、契約後に受託者と市

で協議を重ね、テーマ選定をしているもの

です 

色校正は本紙本機校正に限らないでしょ

うか。 

限りません。 

撮影について再委託可能でしょうか。 再委託については、契約書において以下の

記載を想定しています。 

「乙（受託者）は、委託業務の全部又は一

部の処理を第三者（子会社を含む。）に委

託し、又は請け負わせてはならない。ただ

し、書面により甲（委託者）の承諾を得た

ときは、この限りでない。」 

提案用サンプル特集は、例えばインタビュ

ー記事を提案する場合、２P 分の実際の文

章が入るページは、インタビューした想定

の文章を作成でよいのでしょうか。 

サンプル特集をどのように作成するかにつ

いては提案のうちであるとお考えくださ

い。なお、提案にあたり、第三者に実際に

インタビューを実施することは想定してい

ません。 

打ち合わせについては状況次第でリモー

トで行うことも可能でしょうか。 

可能ですが、直接顔を合わせての打ち合わ

せも大事にしたいと思っております。 

 

 


